
目的：緑園5丁目防災本部の活動を円滑に行うために制定する。

 　　　なお、下記についてはあくまでも一般市民としてできる範囲での支援を行うもので

　　　責任を伴うものではありません。

〇住居に倒壊の危険がない場合はあえて避難する必要はない

役員 班長 要援護者支援ﾁｰﾑのブロック委員

拠点運営委員

北の入公園に集合

（拠点運委委員は、緑

園学園に直行し、拠点

立ち上げに協力）

緑園学園に向かい、拠

点立ち上げに協力

防災本部メンバーとして、本部長の指示に基づき、未確認班の「各住戸の安否確認」、「五丁目

いっとき避難所開設、運営」、「地域防災拠点との無線開設」､「要援護者の支援」等の災害対応

に協力する。

担当班の「各住戸

の安否確認」を実

施。

北の入公園の防災本部に合流。

庶務情報班に安否確認状況を報告
福利厚生部長、副部長(要援護者支

援ﾁｰﾑ）に状況報告。

要援護者支援ﾁｰﾑは、報告を受けて

、本部の各ﾁｰﾑに必要な処置を依頼

。

担当ブロックの「要援護者の安否

確認」を地域支援者から確認。

必要な処置につき、即時の対応が

可能な場合は、キズーナメンバー

で対応。



＊ 「緑園学園地域防災拠点」の詳細は、下記HPにマニュアルとともに記載されている。

http://www.ryokuen.gr.jp/external/rcn/disaster-preventi_base/index.html

発災後の拠点タイムスケジュール： 当拠点の行動タイムライン

拠点各班の役割、運営方法 当拠点の運営マニュアル

以上



＊

②火災、建物被害（トイレ、上下水の使用可否）

＊

＊



＊

  　従来のキズーナ活動を通じて、発災初期の要援護者支援活動キズーナ活動の対応。

以上


